
 
災害時にトップがなすべきことは… 

 

 

 

1.「命を守る」ということを最優先し、避難勧告を躊躇してはならない。  
 

2. 判断の遅れは命取りになる。何よりもまず、トップとして判断を早くすること。  
 

3. 「人は逃げない」ということを実感した。人は逃げないものであることを知っておくこと。 
人間の心には、自分に迫りくる危険を過小に評価して心の平穏を保とうとする強い働きがある。避難 
勧告のタイミングはもちろん重要だが、危険情報を随時流し、緊迫感をもった言葉で語る等、逃げな 
い傾向を持つ人を逃げる気にさせる技を身につけることはもっと重要である。  

 
4.  ボランティアセンターをすぐに立ち上げること。ボランティアは単なる労働力ではない。ボランティ 

アが入ってくることで、被災者も勇気づけられる、町が明るくなる。 
 

5.  トップはマスコミ等を通じてできる限り住民の前に姿を見せ、「市役所も全力をあげている」ことを 
伝え、被災者を励ますこと。自衛隊や消防の応援隊がやってきたこと等をいち早く伝えることで住民 
が平静さを取り戻すこともある。 

 
6.  住民の苦しみや悲しみを理解し、トップはよく理解していることを伝えること。苦しみと悲しみの共 

有は被災者の心を慰めるとともに、連帯感を強め、復旧のばねになる。  
 

7.  記者会見を毎日定時に行い、情報を出し続けること。情報を隠さないこと。マスコミは時として厄介 
であるし、仕事の邪魔になることもあるが、情報発信は支援の獲得につながる。明るいニュースは、 
住民を勇気づける。 

 
8.  大量のごみが出てくる。広い仮置き場をすぐに手配すること。畳、家電製品、タイヤ等、市民に極力 

分別を求めること(事後の処理が早く済む)。 
 

9.  お金のことは後で何とかなる。住民を救うために必要なことは果敢に実行すべきである。とりわけ災 
害発生直後には、職員に対して「お金のことは心配するな。市長(町村長)が何とかする。やるべきこ 
とはすべてやれ」と見えを切ることも必要。 

 
10. 忙しくても視察は嫌がらずに受け入れること。現場を見た人たちは必ず味方になってくれる。 

 
11. 応援・救援に来てくれた人々へ感謝の言葉を伝え続けること。職員も被災者である。職員とその家 

族への感謝も伝えること。 
 

 

(水害サミット議事録から) 

 

 

出展：水害サミットからの発信 

http://www.mlit.go.jp/river/suigai/ 
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危機管理業務を行う建物等の浸水

◯本庁舎が浸水。浸水後まもなく停電。
◯非常用発電機も水没して機能しなかった。

（佐用町台風第９号災害検証委員会「台風第9号災害検証報告書」より）

本庁舎ではフェニックス防災システムが２階、河川監視警報システム端末と非
常時専用電話が１階に配置されていたが、１階が浸水したことによって、河川監
視警報システム端末や非常時専用電話回線を始め、各種ＯＡ機器が水没し、使
用不能となった。また、停電したことで、水没を免れた兵庫県衛星通信ネットワー
クシステム、電話交換機、ＦＡＸ、コピー機、インターネットサーバー等も使用不可
能となった。

本庁舎では浸水後間もなく停電した。フェニックス防災システム用の非常用発
電機もＣＡＴＶ用の非常用発電機も水没し機能しなかった。

このため、水没を免れた隣接の体育館からコードリールによって応急的に電源
を引き入れることで、ＦＡＸ兼コピー機、事務所内の一部電灯、電話交換機を復旧
するための最低限の電力を確保した。

過去の水害

教訓

◯水害時の災害対策本部等の機能を確保するため、電力、通信機能等の最低
限の機能が確保される必要がある。

◯ 庁舎が洪水時に浸水するか、浸水する場合は非常用発電機等は上層階等

の浸水しない場所に置かれているかを確認し、必要に応じ浸水対策を実施し
ておく必要がある。
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水防資機材の備蓄

◯ 水害時に必要となる水防資機材についてはあらかじめ必要な量を想定し準備

しておく他、家庭や事業所等の自衛水防のための資器材については各主体に
備蓄を推奨することが必要である。

◯ 水防用の資機材は十分に備蓄されているかを確認する必要がある。

◯ 市内各地から土のうの要請が入り、備えていた土のうが不足。

（可児市「7.15集中豪雨災害検証報告書」より）

◯経過
16：15 土のう要請
17：20 消防署に土のう配備要請
17：30 兼山にて消防団土のう対応
18：30 土のうが足りなくなり、作り始める

◯状況

市役所200 袋備蓄、消防署200 袋備
蓄、

市職員、可児市建設業協同組合で
1,500 袋作成

◯検証問題点
・土のう作成、運搬に多くの人員が割かれた。
・例年の台風に対応できる程度の土のう（200 袋）を用意していたが、
はるかに上回る要請があった。

過去の水害

教訓



4

災害時の通信手段の確保

◯ 災害対策本部への電話は、
全て市役所代表番号から。

→ 電話が集中し、話中の状態。
緊急情報等の連絡に支障をきたした。

（宇治市「平成24年8月13日・14日京都府南部地域豪雨にかかる
災害対応及び災害復旧計画について」 より）

◯ 緊急連絡等重要な伝達に支障が生じないよう、

電話回線の分離や別の通信手段の確保等によ
り、確実で効率的な伝達手段を確保することが
望ましい。

◯ 災害時の危機管理のために専用で使える通
信手段を確保する必要がある。
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◯ 「連絡網が自宅になく、連絡をとるのが遅れ
た」「携帯電話を枕元においていない」 「連絡
網が複線化されておらず、伝達に時間がかかっ
た」等で情報伝達がうまくいかないところがあっ
た。

（草津市「平成25年台風18号豪雨災害 災害対応の総括・検証報告書」
より）

◯ 休日や夜間等における急な天候な変化や水害

の発生等に対しても、必要な人員が参集できる
よう連絡手段を含めたルールを作成するととも
に、各職員に対して周知・徹底される必要があ
る。

◯ 職員の参集ルールや連絡網・連絡方法が作成
され、職員に対して周知する必要がある。

職員の参集
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◯ 避難勧告等発令基準が明確でなく意志決定に

時間を要したため、避難勧告等の発令が迅速
かつ的確に行われなかった。

（7.13新潟豪雨災害・中越大震災検証委員会「7.13新潟豪雨災害・中越
大震災検証委員会検証レポート」より）

◯ 主観的な判断で、災害の推移を見ながら適切

なタイミングで避難勧告等をするのは容易でな
いため、事前に様々な想定を踏まえ河川水位
等客観的な基準を決めておく必要がある。

◯ 避難勧告や避難指示の発令等の客観的な基
準が準備されているかを確認する必要がある。

◯ 市町村において、未明から明け方にかけて

は、救出・救助活動等の災害対応のあわただし
さから、住民に対する注意喚起のための気象
情報の伝達が適時に行われなかったケースが
あった。

（熊本県知事公室危機管理防災課「熊本広域大水害の災害対応に係る
検証」より）

◯ 情報収集や現場対応に忙殺される中で情報

発信が後手に回る場合が多いため、広報につ
いて責任者や担当部署を設けることにより、業
務の確固たる位置づけを行う必要がある。

◯ 広報に関する責任者が決められているか、広

報の内容、タイミング等ルールが決められてい
るかを確認する必要がある。

広報・マスコミとの連携
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避難勧告等の発令
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